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「 消 防 」 報 告 書 要 旨
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各視点の現状・評価・課題 取組の方向性

① 事業所における潜在的な危険を排除する

ＩＣＴを活用した立入検査等予防業務の効率的・効果的な体制構築

 建物データの有効活用による立入検査の実施

 当庁保有の建物データ等のAI分析結果に基づく火災危険等を踏まえた順位付けによる効果的

な立入検査の推進 等

 立入検査専従職員の小規模雑居ビル等への集中的投入

 立入検査専従職員が火災危険の高い小規模雑居ビル等の立入検査の業務に特化するために、

建物関係者からの各種届出に関する促進業務等の外部委託を推進 等

 その他の消防職員による効果的な立入検査

 ICTを活用した支援ツールの作成や、その他の消防職員のみでは適正な法令適用の判断が困

難な現場において、立入検査専従職員が速やかにその他の消防職員を支援できる立入検査

実施体制の強化

 火災危険の低い建物の自主防火管理体制の構築

 自主防火管理の促進等に向けた新たな制度の検討等、防火意識の高い建物の関係者等への

支援体制の強化

 外国人観光客を災害から守るための取組の強化

 宿泊施設などの関係者が、外国人観光客に災害時にとるべき行動等を周知できるように、当庁

ホームページに電子版多言語リーフレットを掲載するなどの取組を推進

現
状

 建物は10年間で約10万件増加するとともに、大規模化、高層化、複合化して

いる。事務所ビルでは、自主的な防火管理により法令違反のない建物が増加し

ている。

 小規模雑居ビルでは、必要な届出等をせずに営業するなど違反が多く、繰り返し

違反も多い。

 東京2020大会に向けて、大会関連施設や外国人観光客等が利用するホテ

ル・旅館等、約1万5千件の立入検査を実施した。

評
価
・
課
題

 １件当たりの立入検査の業務量が増加している。また、建物の増加により、立入

検査専従職員が不足しているため、効率的に実施する必要がある。

 違反のない建物を増やすため、自主的な防火管理を支援していく必要がある。

 その他の消防職員でも適正かつ効率的に立入検査を実施出来る支援体制が

必要である。

 届出等をしない事業者を的確に把握するとともに、繰り返し違反には、命令、告

発等の行政措置を行う必要がある。

 外国人観光客に災害時にとるべき行動を周知する必要がある。

② 住宅における潜在的な危険を排除する
住宅防火・日常生活事故防止対策の推進
 住宅火災・日常生活事故データ等の有効活用による災害の未然防止
 当庁保有のビッグデータ（住宅火災データ、日常生活事故データ等）のAI分析結果等を活用し
た各種対応策の立案 等

 高齢者世帯等への防火防災診断等の推進
 関係機関と連携したAI分析結果に基づく災害発生危険・要因・時期等に応じた高齢者世帯等
への防火防災診断・日常生活事故予防（熱中症を含む）の推進

 日常生活事故防止対策の推進
 関係機関と連携したAI分析結果に基づく日常生活事故発生危険・要因・時期等を捉えた情報
配信等による効果的な安全対策の普及広報の推進

 都民のニーズに応じた情報提供による安全・安心の確保
 災害発生への備え・対応等、都民のニーズに応じて利用できる多言語アプリの開発・提供による安
全・安心の確保

現
状

 火災による死者（自損を除く。）の70.3%が高齢者である。

 日常生活事故における救急搬送のうち、高齢者及び幼児の事故が62.3%と

なっており、熱中症による高齢者の搬送は47.0%を占める。

 都における在留外国人は最近5年間で約1.3倍に増加している。

評
価
・
課
題

 住宅火災における出火箇所、死者発生要因等について、更に詳細な分析を

実施し、分析結果に基づく対策を講じていく必要がある。

 日常生活事故が発生しやすい場所、季節等のより詳細な分析を実施し、対

象を絞った効果的な安全対策の普及を図る必要がある。

 在留外国人に対する火災、日常生活事故等災害発生時の対応等について

情報提供を図る必要がある。

Ⅰ 災害を起こさせない

◎当庁が対応する災害は、日常災害と大規模災害の大きく２つに分かれるが、今回の見える化改革では、発生頻度が高く、原則として消防機関で対応が可能な日常災害を中
心に分析を進める。

◎日常災害について、「災害を起こさせない」「災害が起こっても早く対応する」「災害の被害拡大を防ぐ」の3つの視点から分析・評価等を行い、取組の方向性を示す。
◎大規模災害については、都庁全体の防災事業の緊急総点検等の中で東京消防庁としても点検を実施している。
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各視点の現状・評価・課題 取組の方向性

③ 災害を早く発見し、通報して、避難する

現場到着時間の更なる短縮及び関係機関との情報共有体制の拡充
 自動的に通報される体制の拡充
 感知器が煙などを感知すると自動的に１１９番通報できる建物用途の
拡大 等

 関係機関と連携した各種災害の情報共有体制の拡充
 デジタルサイネージ等を活用した都民や外国人観光客等への多言語に
よる災害情報発信の拡充 等

 地域特性に応じた小型車両等の活用による現場到着時間の短縮
 迅速な対応が困難な道路狭あい地域におけるＥＶ等（小型ＥＶ、電
動三輪車）の活用による災害対応体制の強化

現
状

 住宅用火災警報器の設置率は86.9%であり、死傷者の低減が図られているが、設置されてい
ても死者は発生している。

 災害における死者のうち避難できなかったケースが多い。

評
価
・

課
題

 住宅火災等の発生をより早く覚知できるよう自動的に１１９番等に通報される体制が有効であ
るが、利用には制限があり、見直しが必要である。また、火災以外や不搬送となる場合も多いこと
から、事案の緊急性等を判断するため、迅速な現場到着・状況確認が必要である。

 大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、都民や関係機関に対して有効な情報を
消防から提供する必要がある。

④ 全ての現場に消防隊が１秒でも早く到着し、活動を開始する

現
状

 現場到着時間は5.2分であるが、大阪市では4分台で到着している。

評
価
・

課
題

 被害軽減のために、更に現場到着時間を短縮する必要がある。

Ⅱ 災害が起こっても早く対応する

各視点の現状・評価・課題 取組の方向性

⑤ 災害実態に応じて消防隊が迅速的確に対応し、被害の拡大を防ぐ

多種多様な災害に対応するための消防活動体制の強化
 映像や災害データ等を活用した消防活動の迅速化・効率化
 浸水地域等の災害現場に進入可能な走破性の高い車両とウェアラブル
カメラ・ドローン等を活用した迅速な災害状況の把握 等

 ＩＣＴを活用した訓練体制等の充実強化
 ＶＲ、プロジェクションマッピング等の技術による実災害に即した活動訓
練の推進

 外国人対応に関する教養、研修等の推進 等
 災害特性に応じた車両・装備等の整備
 浸水地域等の災害現場における夜間の消防活動に対応するための高
輝度な照明資器材や走破性の高い車両、熱中症への対応が可能な
車両等、災害特性に応じた車両、装備の整備 等

現
状

 建物の耐火率、高層建物の棟数は年々増加しており、高層階から出火した火災は増加傾向に
ある。また、火災における水損・汚損等の損害額の割合は31.6％となっている。

 高層建物棟数、高速道路のトンネル距離、大規模ターミナル駅数など、他都市にはない都市構
造、地理的特性を有しており、加えて近年、外国人観光客の増加、熱中症による救急搬送人
員の増加が顕著である。

 近年、集中豪雨が増加している。また、他都市と比較して地階を有する建物棟数が多く、河川の
延長距離は長い。集中豪雨による災害では、夜間における災害発生の方が、人命危険が高くな
る可能性がある。

評
価
・
課
題

 大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、災害実態を迅速に情報収集する必要が
ある。

 火災における焼損による被害だけでなく、水損・汚損等による被害の軽減に、更に取り組んでいく
必要がある。

 外国人観光客の増加や熱中症による救急搬送人員の増加など、東京特有の都市構造、地理
的特性を踏まえた、多種多様な災害に対応可能な消防活動体制等を強化する必要がある。

 集中豪雨による地階への雨水流入や河川の氾濫による浸水等の災害に対して、体制を整備し
ていく必要がある。

Ⅲ 災害の被害拡大を防ぐ
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災害発生プロセスの中で見る業務範囲

災害分類 災害を起こさせない 災害が起こっても早く対応する 災害の被害拡大を防ぐ

日
常
災
害

大
規
模
災
害

日常生活
事故（熱中症
を含む）

震災

水災

武力攻撃

テロ

航空機等

消防による普及啓
発・指導等業務 消防活動

消防活動（他機関
との連携）

・出火防止の普及啓発
・防火管理指導
・高齢者世帯等への防火防災
診断

等

・消防用設備等の設
置、維持管理
・住宅用火災警報器
の設置、維持管理
・災害等についての有
効な情報の提供 等

東京都地域防災計画に基づく
各種対策

通報・初期消
火・避難誘導

等
消火活動・救助活動・危険排除 等

通報・救助・応急手当 等 救助活動・救急活動・危険排除 等

初期消火・救助・応急手当 等

日常生活事故防止対策

各種事故防止対策（システ
ム・機械・人）

東京都国民保護計画に基づく
各種対策

東京都国民保護計画に基づく対応

家具類の転倒防止対策 等

災害分類 事前の対策を講じる 発災後、速やかに対応する 災害の被害拡大を防ぐ

東京都地域防災計画に基づく各種対応
消火活動
救助活動
救急活動 等

5

序章

日常災害については、消防による普及啓発などにより被害の軽減を図るウェイトが高い。一方大規模災害は他機関との連携
による対応が必要となる。

火災

集中豪雨によ
る都市型水害



災害による被害と発生頻度
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災害の被害規模、発生頻度等により、消防機関での対応に加え、関係機関と連携した対応を行っている。

10万人～

1万人～

1000人～

100人～

10人～

1人～

未定（～1回） 1回～ 10回～ 100回～ 1000回～ 1万回～ 10万回～

←

１
件
当
た
り
の
被
害

（

死
傷
者
数

）

→

← 年 間 の 発 生 頻 度 （ 件 数 ） →

武
力
攻
撃
・テ
ロ
災
害

大地震
津波

大規模風水害

航空機事故
列車・船舶事故

日常生活事
故（熱中症
含む）

一般火災

大規模災害

日常災害

• 関係機関との連携
• 地域、企業との協働が不可欠
• 都庁全体の防災事業の緊急総点検等の

中で東京消防庁としても点検を実施

• 日常的に発生する災害
• 近年増加傾向にある集中豪雨による都市型

水害等や酷暑による熱中症への対応
• 原則として消防機関で対応

発生頻度が高く、原則として消防機関で対応が可能な
日常災害を中心に分析を進める

集中豪雨に
よる都市型
水害等



災害から都民を守るアプローチ

安全を脅かす災害について、日常的に発生している災害を中心に検討を行う。

事業ユニット「消防」の全体像

立入検査実施率
違反指摘率 等

日常生活事故、熱中症に
よる救急搬送人員
住宅火災による死者 等

Ⅰ 災害を起こさせない

① 事業所における潜在的な危険を排除する

現場到着時間 等

災害情報伝達の迅速性
等

消防活動能力 等

③ 災害を早く発見し、通報して、避難する

⑤ 災害実態に応じて消防隊が迅速的確に
対応し、被害の拡大を防ぐ

ベンチマーク指標

Ⅱ 災害が起こっても早く対応する
ベンチマーク指標

② 住宅における潜在的な危険を排除する

④ 全ての現場に消防隊が1秒でも早く到着
し、活動を開始する

Ⅲ 災害の被害拡大を防ぐ
ベンチマーク指標

アウトカム

 災害による被害の低減

日常災害における死者数、損害
額 等
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東京の消防体制の全体像（災害への対応）

災害
消火・救助

◆総務局
・市町村との
連絡調整

東京都

国

◆総務省消防庁
・制度の企画、立案

都民

監理団体

消防署
東京消防庁
本庁

災害活動

通常業務

◆災害救急情報センター

◆企画調整部
・組織整備、予算編成

◆警防部
・消防部隊の運用計画
・消防隊員の技能管理

◆防災部
・都民の防災安全対策
・震災対策
・消防水利の整備
・特別区消防団の組織整備

◆予防部
・建物の防火安全対策
・立入検査・違反是正指導
・火災原因調査

◆消防署隊
・指揮隊
・ポンプ隊
・特別救助隊
・水難救助隊
・山岳救助隊
・はしご隊
・化学機動中隊
・救急隊

出場指令

出場指令

◆航空隊
◆消防救助機動部隊
◆方面本部指揮隊

・発見、通報、
初期消火

・防火管理講習
・防災館の運営

◆総務課
・人事、職員教養
・予算執行、管理

◆警防課
・都民に対する防災訓練指導
・消防水利
・消防演習や訓練の計画、実施

◆予防課
・事業所への防火防災管理指導
・火災調査
・立入検査・違反是正指導
・建物の安全対策指導
・危険物施設の許認可



消防に関わる実施体制の全体像

実施体制は、東京消防庁と監理団体の公益財団法人東京防災救急協会に大きく分かれる。

消防職員
18,502人

非常勤職員
1,279人

東京消防庁

365
人

東京防災
救急協会

94人

55人

方面本部
【10方面】

消防署
【81署】

防災事業部

講習事業部

【主な業務】
●警防施策の立案、災害指揮
●消防部隊の運用計画
●１１９番通報の受付・指令

●防火・防災施策の立案

●火災予防施策の立案

●消防車両等の整備
●ヘリコプターの運航・整備

●方面内の災害指揮
●方面内の消防訓練の指導
●消防救助機動部隊による消防活動

●消防活動
●都民等への防災訓練指導
●火災調査
●立入検査・違反是正指導

●消防博物館の運営
●防災館の運営

●防火・防災管理講習
●危険物取扱者保安講習

実施体制 （2018年4月1日現在） 役割分担

警防活動全体の統括
１１９番通報の受付・指令

方面内の災害指揮
方面内の消防訓練の指導
消防救助機動部隊による消防活動

災害への対応
都民等への防災訓練指導
火災予防施策の実施

9人

2人

28人

110人

東京消防庁派遣職員

協会固有職員

常勤嘱託職員

非常勤職員

消防博物館・防災館の運営

法令等に基づく講習の運営

消防職員 1,402人
非常勤職員 181人

消防職員
532人

非常勤職員
58人

うち消防救助機動部隊

298人

消防職員
16,568人
非常勤職員

1,040人

149人

19,781人19,781人

365人

消防車両、資器材等の整備
航空隊の運航・整備

防火・防災施策の統括

火災予防施策の統括

本庁
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東京消防庁の主な事業予算

◆2018年度の主な事業費（消防活動、地域防災、予防業務に関連するもの） (単位：億円)

事業内容等 主な内訳 経費

人件費 職員定数の人件費 1,218.7億円

警防業務費
災害活動用消耗品、救助資器材、部隊運用
大規模災害等資器材

10億円

防災業務費
都民指導、災害時支援ボランティア、防災教育、震
災対策資器材等（防災教育センター及び起震車運
用委託経費を除く）

8.3億円

予防業務費
危険物規制業務、火災調査業務、火災予防支援端
末等（消防技術者試験及び講習を除く）

5.3億円

消防博物館・防災館の運営業務委託
消防博物館・防災館（本所・池袋・立川）の運営委
託経費

4.9億円

起震車の運用委託 起震車の運営委託経費 0.1億円

消防技術者試験等業務委託
・危険物取扱者保安講習及び消防設備士講習業
務委託
・防火管理講習及び防災管理講習業務委託

2.4億円

10



都民の声（広聴）

2018年中の広聴件数は8,023件で、感謝事案が多く、３割以上を占める。

11

感謝

2,704 件

（33.7%）

問合せ

1,264 件

（15.8%）

要望

1,144 件

（14.3%）

相談

983 件

（12.3%）

苦情

773 件

（9.6%）

意見

528 件

（6.6%）

情報

232 件

（2.9%）

その他

395 件

（4.9%）

事案分類 件数 内容例

避難障害 191件 建物内に避難障害となる物件が存置されてい
ることに対しての是正要望

廃材等放火危険 98件 ゴミや可燃物の放置を注意してほしいといっ
た要望

◆要望の主な内容

事案分類 件数 内容例

たばこ 140件 「自宅敷地内にたばこが投げ捨てられている」
等の火災危険を懸念する相談

避難障害 116件 「共同住宅や店舗内に物品が存置されてい
る」等の避難障害を懸念する相談

◆相談の主な内容

事案分類 件数 内容例

サイレン・拡声器
（ポンプ車等）

44件 ポンプ車のサイレン、拡声器に対する苦情
（訓練による騒音は別集計 ２５件）

◆苦情の主な内容

事案分類 件数 内容例

消防活動 151件 消火活動、救助活動等に対する感謝

◆感謝の主な内容



第１章 「消防」の概要
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「日常災害」の現状

第１章 「消防」の概要

13※2 2017年データ※2 2017～2013年の5か年平均

 東京の建物火災件数は、他都市と比較し、やや多い。

 東京の建物火災の損害額は、他都市と比較し、平均的。

 東京では10万人あたり、約1,000人がケガなどの日常生活事故により救急搬送されている。

※1 人口10万人あたり

1.8 

2.6 

1.3 

1.6 

1.4 

1.6 

2.4 

2.2 

全国

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁

建物火災件数（件）

774 

1,137 

887 

824 

798 

873 

1,054 

995 

全国

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁

日常生活事故による救急搬送人員

3,316 

894 

1,509 

2,169 

2,085 

1,742 

1,448 

1,516 

全国

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁

建物火災の損害額（千円）
※1 人口1万人あたり ※1 建物火災1件あたり

※2 2017～2013年の5か年平均
※3 全国の損害額は2016～2013年の4か年平均



14

「日常災害」の比較

4.25

6.1

7

6.65

5.93

4.81

5.17

現場到着時間（分）建物火災による
死者数（人）

消防が立入検査
で建物を回りきれ
ていない

比較的少ないが、
更なる低減が必要

平均的だが、被害軽減
のためには、更なる短
縮が必要

※1

※１ 2016年データ。全防火対象物数に対する、立入検査実施件数の割合。なお、大阪市は外部委託を活用した指導の件数を含む。

※2

※2 2017年～2013年の平均データ。人口10万人あたり。

※4

※4 東京消防庁とさいたま市、横浜市は放水した火災の事案、千葉市、大阪市は誤報を含む全火災出場の現場到着時間

立入検査実施率と建物火災による死者数は他都市と比較し低い割合で、住宅用火災警報器の設置率と現場到着時間は平
均的である。

1.1 

0.7 

0.8 

0.8 

0.5 

0.6 

0.6 

立入検査実施率 住宅用火災警報
器設置率

平均的であるが、
更なる設置が必要

※3 東京消防庁は世論調査（2017年）。他都市は2017年度住警器設置状況調査。

※3

88.8%

84.5%

89.7%

81.5%

83.6%

88.6%

86.9%

4.8

2.2

4.7

2.8

3.2

3.8

3.6

ポンプ車数（台）

平均的な台数で多様
な災害に対応している

※5

※5 人口10万人あたりの台数。非常用ポンプ車は含まない。

76.3%

10.0%

23.1%

11.9%

11.3%

11.1%

11.2%

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁



第２章 分析と課題
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第２章 分析と課題
視点 評価・課題現状

③ 災害を早く発
見し、通報する

④ 全ての現場に
消防隊が１秒
でも早く到着
し、活動を開始
する

Ⅱ
災害が
起こって
も早く対
応する

被害軽減のために、更に現場到着時間を短縮する必要がある。

住宅火災等の発生をより早く覚知できるよう自動的に１１９番等に通報さ
れる体制が有効であるが、利用には制限があり、見直しが必要である。
また、火災以外や不搬送となる場合も多いことから、事案の緊急性等を
判断するため、迅速な現場到着・状況確認が必要である。現場到着時間は5.2分であるが、大阪市では4分台で到着している。

住宅用火災警報器の設置率は86.9%であり、死傷者の低減が図られて
いるが、住宅用火災警報器が設置されていても死者は発生している。

・災害情報伝
達の迅速性

・現場到着時間

指標
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② 住宅における
潜在的な危
険を排除する

① 事業所におけ
る潜在的な危
険を排除する

Ⅰ
災害を
起こさ
せない

１件当たりの立入検査の業務量が増加している。また、建物の増加によ
り、立入検査専従職員が不足しているため、効率的に実施する必要が
ある。

住宅火災における出火箇所、死者発生要因等について、更に詳細な分
析を実施し、分析結果に基づく対策を講じていく必要がある。

建物は10年間で約10万件増加するとともに、大規模化、高層化、複合化し
ている。事務所ビルでは、自主的な防火管理により法令違反のない建物
が増加している。

火災による死者（自損を除く。）の70.3%が高齢者である。

小規模雑居ビルでは、必要な届出等をせずに営業するなどの違反が多
く、繰り返し違反も多い。

日常生活事故における救急搬送のうち、高齢者及び幼児の事故が62.3%と
なっており、熱中症による高齢者の搬送は47.0%を占める。

・立入検査実施率
・違反指摘率

・日常生活事故、熱中症
による救急搬送人員
・住宅火災による死者 日常生活事故が発生しやすい場所、季節等のより詳細な分析を実施

し、対象を絞った効果的な安全対策の普及を図る必要がある。

違反のない建物を増やすため、自主的な防火管理を支援していく必要
がある。

届出等をしない事業者を的確に把握するとともに、繰り返し違反には、
命令、告発等の行政措置を行う必要がある。

⑤ 災害実態に応
じて消防隊が
迅速的確に対
応し、被害の
拡大を防ぐ

Ⅲ
災害の
被害拡
大を防ぐ

外国人観光客の増加や熱中症による救急搬送人員の増加など、東京
特有の都市構造、地理的特性を踏まえた、多種多様な災害に対応可能
な消防活動体制等を強化する必要がある。

火災における焼損による被害だけでなく、水損・汚損等による被害の軽
減に、更に取り組んでいく必要がある。

高層建物棟数、高速道路のトンネル距離、大規模ターミナル
駅数など、他都市にはない都市構造、地理的特性を有してお
り、加えて近年、外国人観光客の増加、熱中症による救急搬
送人員の増加が顕著である。

建物の耐火率、高層建物の棟数は年々増加しており、高層階
から出火した火災は増加傾向にある。また、火災における水
損・汚損等の損害額の割合は31.6％となっている。

・消防活動能力

災害における死者のうち避難できなかったケースが多い。

大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、都民や関係機関
に対して有効な情報を消防から提供する必要がある。

その他の消防職員でも適正かつ効率的に立入検査を実施出来る支援
体制が必要である。

外国人観光客に災害時にとるべき行動を周知する必要がある。

東京2020大会に向けて、大会関連施設や外国人観光客等が
利用するホテル・旅館等、約1万5千件の立入検査を実施した。

近年、集中豪雨が増加している。また、他都市と比較して地階
を有する建物棟数が多く、河川の延長距離は長い。集中豪雨
による災害では、夜間における災害発生の方が、人命危険が
高くなる可能性がある。

都における在留外国人は最近5年間で約1.3倍に増加している。

在留外国人に対する火災、日常生活事故等災害発生時の対応等につ
いて情報提供を図る必要がある。

集中豪雨による地階への雨水流入や河川の氾濫による浸水等の災害
に対して、体制を整備していく必要がある。

大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、災害実態を迅速
に情報収集する必要がある。



視点 評価・課題

住宅火災における出火箇所、死者発生要因
等について、更に詳細な分析を実施し、分析
結果に基づく対策を講じていく必要がある。

火災による死者（自損を除く。）の70.3%
が高齢者である。 （②-１）

② 住宅における潜在
的な危険を排除す
る

建物は10年間で約10万件増加するとと
もに、大規模化、高層化、複合化してい
る。事務所ビルでは、自主的な防火管
理により法令違反のない建物が増加し
ている。 （①-１）

１件当たりの立入検査の業務量が増加してい
る。また、建物の増加により、立入検査専従職
員が不足しているため、効率的に実施する必
要がある。

① 事業所における潜
在的な危険を排除
する

Ⅰ 災害を起こさせない
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小規模雑居ビルでは、必要な届出等を
せずに営業するなどの違反が多く、繰
り返し違反も多い。 （①-２）

日常生活事故における救急搬送のうち、
高齢者及び幼児の事故が62.3%となって
おり、熱中症による高齢者の搬送は47.0%
を占める。 （②-２）

日常生活事故が発生しやすい場所、季節等の
より詳細な分析を実施し、対象を絞った効果的
な安全対策の普及を図る必要がある。

違反のない建物を増やすため、自主的な防火
管理を支援していく必要がある。

届出等をしない事業者を的確に把握するとと
もに、繰り返し違反には、命令、告発等の行
政措置を行う必要がある。

その他の消防職員でも適正かつ効率的に立
入検査を実施出来る支援体制が必要である。

東京2020大会に向けて、大会関連施
設や外国人観光客等が利用するホテ
ル・旅館等、約1万5千件の立入検査を
実施した。（①-３）

外国人観光客に災害時にとるべき行動を周知
する必要がある。

都における在留外国人は最近5年間で
約1.3倍に増加している。（②-３）

在留外国人に対する火災、日常生活事故等災
害発生時の対応等について情報提供を図る
必要がある。

現状



1970年をピークに火災件数は減少傾向である。建物火災の割合は1970年が56.9％に対し2017年には
67.5％と7割近くを占める。

①-１-(1) 火災件数の推移
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20,894,527 

18,859,484 

4,890,328 

1,338 

5,407 5,449 5,520 5,378 

2,837 

1,552 

9,252 

9,707 9,677 

4,205 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

1948 1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

(千円)(件)

(年)

1948年(昭和23年)以降の火災件数と建物火災の損害額の推移

損害額(千円）

建物火災件数

火災件数

1960年から多摩
地区の消防事務
を受託開始

※建物火災の損害額データは1974年から



①-１-(2) 建物と立入検査専従職員、立入検査実施件数の推移

建物棟数の増加に対し、マンパワーが追いついていない。

2008年から2017年の10年間で消防法令の規制対象となる建物は101,979棟増加しているが、立入検査専従職員※は54名減
少、立入検査実施件数は47,271件減少している。

資料：東京消防庁統計書
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307,059 307,156 309,236 

358,139 366,539 
378,427 386,930 394,965 402,867 409,038 

89,081 

59,758 52,213 
41,518 46,024 44,747 50,061 44,293 44,985 41,810 

29.0%

19.5%

16.9%

11.6%
12.6%

11.8%
12.9%

11.2% 11.2%
10.2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

建物 立入検査実施数 立入検査実施率

長期未実施対象
物への立入検査

違反処理に重点

公表制度開始

413 407 405 403 
396 

377 

361 366 
355 359 

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

立入検査専従職員数

★救急隊２
隊増隊

★特別救助
隊増隊

★救急隊１
隊増隊

※1 立入検査専従職員：立入検査に専従し高度な知
識を有する消防職員

※2 グラフは各年度のデータ
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①-１-(3) 立入検査の区分と体制

資料：査察行政の現況

■立入検査区分

立入検査区分 実施者 実施件数

立入検査
（建物等全体に対して行う立入検査）

立入検査専従職員 12,682件

その他の消防職員 28,402件

部分的に行う立入検査

確認検査
（違反指摘した不備欠陥事項等の是正状況を確認する検査）

主に立入検査専従職員 4,439件

繁華街査察
（繁華街で一斉に避難施設を主として確認する立入検査）

主に立入検査専従職員 3,740件

会場管理
（催し物等が行われる場合に行う立入検査）

主に立入検査専従職員 440件

災害出場後
（災害出場後に避難施設に限定して行う立入検査）

その他の消防職員 10,837件

立入検査専従職員による立入検査 その他の消防職員による立入検査

※ 2017年中データ

立入検査

専従職員

31%

その他の

消防職員

69%

建物全体に対して行う立入検査

実施割合

立入検査の約７割はその他の消
防職員が実施している。

立入検査専従職員
立入検査に専従し高度な知識を
有する消防職員

その他の消防職員
主に消防活動に従事している消
防職員
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①-１-(4) 建物の複雑化と違反指摘された建物の割合の用途別傾向

複合化する建物の推移（棟）大規模化・高層化する建物の推移（棟）

2008年から2017年の10 1,187棟増加、２１階以上の建物は269棟増加、複合用途の建
物は29,276棟増加している。
立入検査において違反指摘された建物の割合は、事務所ビルでは2005年の50.1％から2017年の32.5％へ17.6ポイント減少して
いるが、雑居ビル（特定用途の複合）では2005年の57.6％から2017年の72.3％へ14.7ポイント増加している。

104,844 109,656 
106,169 

119,882 
122,780 

126,356 
128,774 

130,902 
132,783 

134,120 

90,000
95,000

100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000

130,000
135,000
140,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

資料：東京消防庁統計書、総合予防情報システム

32.5

33.8

50.1

67.5

66.2

49.9

0 20 40 60 80 100

2017

2011

2005

違反有

違反無

72.3

69.2

57.6

27.7

30.8

42.4

0 20 40 60 80 100

2017

2011

2005

違反有

違反無

 建物が大規模化・高層化・複雑化しており、立入検査等の業務は増加・複雑化している。
 事務所ビルでは、適正な自主管理がなされ、立入検査で違反指摘される建物の割合は減少している。
 雑居ビルでは、防火意識の向上が見られず、立入検査で違反指摘される建物の割合は増加している。

※
高層化：２１階以上の建物

※ 複合化：複合用途の建物

事務所ビル 雑居ビル

違反指摘された建物の割合

5,508 5,663 5,818 5,927 6,070 6,183 6,321 6,468 6,595 6,695 
494

535
578

607 626
665

688
713 728 763

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

２１階以上の建物数の推移
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①-２-(1) 立入検査１件あたりの違反指摘数（用途、面積別）

※ 2017年データ
対象用途の立入検査数が100未満のものを除く

用途や面積により立入検査１件あたりの違反指摘の件数のばらつきは大きく、雑居ビル（特定用途の複合）では、 1,000
平均約11.2件、1,000 3.3件となっている。

雑居ビルは立入検査１件あたりの違反指摘数が最も多く、とりわけ、1,000 未満（小規模雑居ビル※）では極めて多い。

4.0

2.2

1.5
1.1

1.6

2.6

1.0
0.6

0.9 0.8 0.6
0.9 0.8 0.5

2.0

11.2

1.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1,000 未満

1.2

2.6

0.1 0.1

2.8

0.6
0.1

0.7 0.8

0.1 0.3
0.6 0.4

2.4

0.4

3.3

1.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1,000 以上

※1000 多数の方が利用する雑居ビル（特定用途の複合）



①-２-(2) 公表された違反のある建物の内訳（用途、面積別）

小規模雑居ビルの公表が多く、特に1,000

2017年に違反のある建物として、小規模雑居ビルが76件公表されている。

資料：査察行政の現況
23

8
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8

1,000
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①-２-(3) 使用開始届未届の違反指摘数（用途、面積別）

※ 2017年データ

建物を使用（テナントの入れ替えを含む）する際に消防へ使用開始届を届け出ることが火災予防条例で定められているが、そ
の届出を行わず営業を開始し、立入検査の際に違反指摘されることがある。
使用開始届未届で違反指摘を受ける建物は用途や面積によりばらつきが大きく、雑居ビルでは1,000 230件、 1,000
以上で10件となっている。

1

21
10

2

41

1 5 7

34

230

117

0

50

100

150

200

250 1,000 未満

2 5 1
8 10

2

0

50

100

150

200

250 1,000 以上

小規模雑居ビルで、使用開始届未届の違反指摘が極めて多い。



25

①-２-(4) 繰り返し違反を生じさせている建物

小規模雑居ビルでは、2001年から2009年の間で、120対象（91.6%）でテナント変更があった。
また、同期間の違反指摘状況を分析した結果、647棟中572棟（88.4%）が繰り返し違反を生じさせていた。

小規模雑居ビル（延面積1000 テナントの変更率が高い。
小規模雑居ビルでは、多くの建物が繰り返し違反を生じさせている。

資料：小規模雑居ビル関係者の防火意識を向上させる方策に係る報告書

※120対象を抽出調査

歌舞伎町雑居ビル火災（2001年）時と高円寺南雑居ビル火災
（2009年）時に重複して立入検査を実施した小規模雑居ビル
（647棟）の違反指摘状況

歌舞伎町
（2001年） 合計

違反有 違反無

高円寺
（2009年）

違反有
572

（88.4%）
36 608

違反無 39 0 39

合計 611 36 647

※単位：棟

建物数 変更無 変更有

A署 37 3 34

B署 31 2 29

C署 14 2 12

D署 6 1 5

E署 10 1 9

F署 7 0 7

G署 9 0 9

H署 6 1 5

合計 120 10
110

（91.6%）

※単位：棟

歌舞伎町雑居ビル火災（2001年）時と高円寺南雑居ビル火災
（2009年）時の小規模雑居ビルテナント変更状況



①-２-(5) 出火した部分の用途別の火災件数

とりわけ、1,000 の飲食店の火災件数の割合が高くなっている。

※ 2017年データ

4 5 

137 

79 

30 
22 

9 6 1 

26 

3 1 

14 
2 

29 

3 
10 

4 

161 

1 

1,000㎡以上（合計547件）

5 3 5 

181 

31 

6 2 3 6 5 1 2 

55 

2 7 

82 

1000㎡未満（合計396件）

出火した部分の用途別に分けた場合（住宅、共同住宅火災を除く。）、「飲食店」と「事務所等」が多く、飲食店は1,000 未満の約
46%、 1,000 以上の約25%を占め、事務所等は1,000 21%、1,000 29%を占めている。

約25％
約46％

用途別の割合

26

約29％

約21％



①-２-(6) 立入検査等の実施状況と出火率

2017年中に出火した飲食店318件のうち、消防署が把握していた266件について、過去の立入検査状況（使用検査を含む）
を確認した結果、火災発生日からさかのぼって立入検査等を実施してから4年以降のものは、183件で全体の約7割を占めて
いる。
また、2018年1月1日現在における飲食店事業所総件数は74,146件で、使用・立入検査日からの年数別の件数と出火件数
から出火率を算定すると、全体では0.36%となり、4年以内の出火率は全体の出火率を下回り、4年以上だと0.56%と大きく上回
る。

立入検査を実施してから4年以上経過した飲食店は、出火率が高い。

定期的に立入検査を実施することで出火率は低下する傾向にある。

2018年1月1日現在の検査日からの年数

総数 1年以内
1年～
2年

2年～
3年

3年～
4年

4年～

Ａ 2017年中火災件数
（割合）※把握飲食店

266 19(7%) 27(10%) 22(8%) 15(6%) 183(69%)

Ｂ 飲食店事業所への
使用検査・立入検査実施

74,146 17,076 11,243 8,042 5,353 32,432

出火率（Ａ÷Ｂ）
0.36% 0.11% 0.24% 0.27% 0.28% 0.56%

約 5倍

27



①-３-（1） 東京２０２０大会に向け重点として立入検査を推進する建物の状況

28

対象物数 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

ホテル・旅館等 1,776

百貨店等 125

ＯＰ関連施設及び同施設を中心とし
た半径500ｍ以内の重点対象物※

728

繁華街、観光地周辺に存する重点対
象物

9,542

空港及びターミナル駅（乗降客数10
万人以上）

97

事前キャンプガイド掲載施設 128

給油取扱所（ガソリンスタンド等）
移動タンク貯蔵所（タンクローリー等）

3,319

違反是正指導

違反是正指導

違反是正指導

違反是正指導

違反是正指導

違反是正指導

違反是正指導

東京２０２０大会に向け、2017年までに大会に関連する施設等15,715対象の立入検査を完了した。未是正の違反に対して違反
是正指導を強化し、大会関係者や外国人観光客等に安全な建物を確保する取組を推進している。

 日常的に実施している立入検査に加え、東京2020大
会に向けて今後、違反を是正していく必要がある。

 外国人観光客に災害時にとるべき行動を周知する必
要がある。

立入検査完了（15,715対象、違反建物862棟）

立

入

検

査

直前特別査察
・VIP宿泊ホテル
・ＯＰ関連施設
・主要なもの等

違反（総数2,942件）の是正状況
（2018年7月31日現在）

※空港、駅舎、美術館、重要文化財のほか、多数の者出
入りする建物のうち、防火管理者の選任及び自動火災
報知設備の設置が義務となるもの

是正済

1,158件

(39%) 違反処理

84件(3%)

未是正

1,700件

(58%)



②-１-(1) 建物火災による死者の状況

住宅（共同住宅を含む）における火災による死者が約９割を占めている。
建物火災による死者の約７割が高齢者である。 29

※1 建物用途の
「その他」には、建
物以外から出火し
建物に延焼したも
のも含む
※2 建物火災に
よる死者は、自損
を除く

61
51 48

34

51
41 43

34 37 35

37

36
35

27

34

31 28
35

24 24
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11

3

6
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4 5
4

4 5

97.0%

88.8%

96.5%

91.0%

92.4% 94.7%
93.4%

94.5%

93.8%

92.2%

0

20

40
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100

120

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

その他

共同住宅

住宅

住宅の割合

死者数計 101名 98名 86名 67名 92名 76名 76名 73名 65名 64名

高齢者数 62名 50名 51名 41名 60名 52名 63名 52名 46名 45名

高齢者の割合 61.4% 51.0% 59.3% 61.2% 65.2% 68.4% 82.9% 71.2% 70.8% 70.3%

建物用途別の死者数（右軸）と住宅・共同住宅の占める割合（左軸）



住宅火災による死者は2008年から2017年までの10年間で746人（自損を除く）発生している。その世帯状況は高齢者世帯、一
人暮らし世帯に多い。また、一人暮らし世帯以外であっても出火時に一人であるものが多く、67.2％（501人）を占める。
身体状況については、身体上何らかの支障がある家族世帯で被害にあう割合は30.8％（230人）となっている。

②-１-(2) 住宅火災による死者の世帯状況及び身体状況

「住宅火災による死者の家族構成別発生数」と
「住宅火災による死者の出火時の状況」（クロス集計）

「住宅火災による死者の家族構成別発生数」と「住宅火災による死者の身体状況」（クロス集計）

（単位：人）

（単位：人）

出火時１人 出火時２人以上 不明 総計
高齢者１人暮し 277 1 3 281
その他の１人暮し 109 3 112
身体障害者１人暮し 6 6
病弱一人暮し 5 5
その他 24 42 3 69
高齢者を含む家族 54 120 4 178
高齢者夫婦のみ 26 57 83
幼児を含む家族 12 12
総計 501 232 13 746

身体不自由 非該当 不明 総計
高齢者１人暮し 100 155 26 281
高齢者を含む家族 65 109 4 178
その他の１人暮らし 9 87 16 112
高齢者夫婦のみ 38 43 2 83
その他 8 58 3 69
幼児を含む家族 12 12
身体障害者１人暮し 6 6
病弱１人暮らし 4 1 5
総計 230 465 51 746

高齢者一人暮し

281人

38%

高齢者を含む

家族

178人

24%

その他の１人暮し

112人

15%

高齢者夫婦のみ

83人

11%

その他

69人

9%

幼児を含む家族,

12人

1%

身体障害者１人暮し

6人

1%

病弱１人暮し,

5人

1%

住宅火災による死者の家族構成別発生数

 .世帯状況は、高齢者を含む世帯が半
数以上を占めており、その中でも一人
暮らし世帯が多い。

一人暮らし世帯以外であっても出火
時に一人であるものが多い。

身体状況においては、３割以上は身
体上何らかの支障がある世帯で発生
している。

30



死者が発生した住宅火災の出火箇所を見てみると、日常的に過ごす「居室」からの出火が多く、次に「台所・キッチン等」となり、
合わせて94.9％（708人）を占めている。出火箇所と原因を合わせて見ると、「居室」における「たばこ」や「台所・キッチン等」におけ
る「こんろ」が多い。

②-１-(3) 死者が発生した住宅火災の出火箇所と出火原因

死者が発生した住宅火災の出火箇所は、居室、台所・キッチン等で９割以上
を占め、原因を合わせて見ると「居室」における「たばこ」、「台所・キッチン等」
における「こんろ」が多いことから、居室での喫煙習慣や、火気を扱っている世
帯での死者が多く発生している。

居室

578人

77%

台所・キッチン

等

130人

17%

便所・洗面所・

浴室等

7人

1%

玄関・ホール

6人

1%

廊下・階段等

5人

1%

その他

20人

3%

死者が発生した住宅火災の出火箇所（単位：人）

n=746

死者が発生した住宅火災の出火箇所と出火原因（クロス集計）

（単位：人）

たばこ ストーブ こんろ 放火 コード ロウソク ライター 火遊び その他 不明 総計
居室 203 78 25 26 22 16 8 6 51 143 578
台所・キッチ
ン等

9 11 52 3 1 10 44 130

玄関・ホール 1 4 1 6

廊下・階段等 1 1 1 2 5

その他 3 8 9 20
総計 215 91 78 34 25 18 8 6 70 201 746

1 2 7
便所・洗面
所・浴室等

1 2 1

31



②-２-(1) 日常生活事故の概要

32

一般負傷

125,520人

92.1%

運動競技事故

5,317人

3.9%

労働災害事故

4,874人

3.6%

水難事故

490人

0.4%

自然災害事故

12人

0.0%

日常生活事故とは、救急搬送のうち、運動競技事故、自然災害事故、水難事故、労働災害事故及び一般負傷により発

生したもので、2017年には136,213名の方が日常生活事故により救急搬送されている。

2017年中の事故種別内訳

エスカレーターでの事故

柵への挟まれの事故



②-２-(2) 日常生活事故件数（熱中症を含む）の経年推移

 2017年救急搬送人員における日常生活事
故による救急搬送割合をみると、当庁は横
浜市とほぼ同率で第1位の数値を示してい
る。

近年の酷暑により、熱中症による救急搬送
が激増し、今後も暑さ対策が必要である。

33

東京消防庁管内では、日常生活事故により2008年から2017年の10年間に、1,204,929人が救急搬送され、年々増加している。
また、日常生活の中で起こる事故のうち、毎年多くの人が搬送され、重症化する恐れもある「熱中症」であるが、2018年夏の酷暑
により、熱中症による救急搬送人員は過去最多の7,687人であった。

16.3%

19.6%

16.1%

17.2%

19.5%

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

東京消防庁

103,714 
108,547 

110,915 
115,930 

119,314 
122,646 

127,106 
128,619 

131,925 

136,213 

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

年別の日常生活事故による救急搬送人員(人） 救急搬送人員における日常生活事故の割合

4,899 
4,154 

3,614 

5,087 

3,573 

4,940 

3,024 
3,454 

7,687 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

熱中症による救急搬送人員の推移（人）



9,097 

3,629 

2,980 
3,083 

4,335 
3,870 

3,672 
3,706 

4,479 
4,759 

5,295 

5,116 
5,706 

8,809 
9,488 

12,556 

15,929 

14,365 

8,271 

2,412 

349 18 1 
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

救
急
搬
送
人
員
（人
）

n=131,925 

乳幼児では、落ちる事故、次いでこ
ろぶ事故が多く、高齢者では、ころ
ぶ事故が全体の約８割を占めてい
る。

年齢層別の救急搬送人員（2016年）

資料：救急搬送データからみる日常生活事故の実態（2016年）

②-２-(3) 日常生活事故による年齢層別搬送人員

34

年齢層（5歳単位）別の救急搬送人員をみると、高齢者（65歳以上）及び乳幼児（5歳以下）の事故が約６割（82,188名、62.3%）
を占めている。

ころぶ

51,488人

81.5%

落ちる

6,863人

10.9%

ものがつまる等

1,703人

2.7%

ぶつかる

1,337人

2.1%

おぼれる

535人

0.8%

切る・刺さる

533人

0.8%

はさむ・はさまれる

323人

0.5%

かまれる・刺される

254人

0.4%
やけど

211人

0.3%

n=63,247 

事故種別内訳（5歳以下）
事故種別内訳（65歳以上）

落ちる

2,545人

29.2%

ころぶ

2,491人

28.6%

ものがつまる等

1,356人

15.5%

ぶつかる

1,082人

12.4%

やけど

482人

5.5%

はさむ・はさまれる

431人

4.9%

切る・

刺さる

242…

かまれる・刺さ

れる

66人

0.8%

おぼれる

30人

0.3%

n=8,725



②-２-(4) 熱中症による年齢層別搬送人員
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熱中症による救急搬送人員のうち、高齢者の搬送が約半数（47.0% ）を占めている。

※2018年の熱中症搬送人員数は8月31日時点
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114

352

422
463

345

278 300
331

391 374

313
353

464

594

730
757

655

327

75

7 2

熱中症による救急搬送の年齢層別搬送人員（人）

熱中症についても、高齢者に対して予防対策の普及を図る必要がある。



視点 評価・課題

被害軽減のために、更に現
場到着時間を短縮する必要
がある。

現場到着時間は5.2分であるが、大阪市
では4分台で到着している。（④-１）

④ 全ての現場に消防
隊が１秒でも早く
到着し、活動を開
始する

住宅用火災警報器の設置率は86.9%で
あり、死傷者の低減が図られている
が、住宅用火災警報器が設置されてい
ても死者は発生している。 （③-１）

③ 災害を早く発見
し、通報して、避難
する

Ⅱ 災害が起こっても早く対応する
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住宅火災等の発生をより早く
覚知できるよう自動的に１１９
番等に通報される体制が有効
であるが、利用には制限があ
り、見直しが必要である。ま
た、火災以外や不搬送となる
場合も多いことから、事案の
緊急性等を判断するため、迅
速な現場到着・状況確認が必
要である。

災害における死者のうち避難できな
かったケースが多い。 （③-２）

大規模な火災、集中豪雨、熱
中症等の災害について、都民
や関係機関に対して有効な情
報を消防から提供する必要が
ある。

現状



③-１-(1) 通報までに要した時間と焼損床面積の関係

出火から１１９番通報まで時間を要した火災ほど、焼損床面積が拡大する傾向がみられる。

2007年から2016年までの過去10年間の半焼以上の建物火災（初期消火なし。304件）における出
火から１１９番通報までの時間及び焼損床面積の推移（赤線は近似線）

分

早期における１１９番通報が火災被害の軽減につながる。
37



全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務となった2006年では2割程度であった設置率が、4年後の2010年には8
割程度まで上昇し、2017年においては86.9％であった。

2017年中の住宅火災における住宅用火災警報器等（※）設置状況別の死者及び負傷者発生状況をみると、死者及び負傷者の
割合に15ポイント以上の差があった。

③-１-(2) 住宅用火災警報器の設置率推移と死者が発生した住宅火災における設置状況

住宅用火災警報器等が設置されていること
により死傷者は低減している

一方で、死者が発生した住宅火災におい
て、住宅用火災警報器等が設置してあった

事案は42%ある。

※住宅用火災警報器若しくは自動火災報知設備

設置あり

307人

42％

設置なし

439人

58％

死者が発生した住宅火災における住宅用火災警報器等

設置の有無（2008年から2017年まで）

n=746

98 87 83 
61 

85
72 71 69 61 59 

33.8%

48.1%

79.4% 80.6% 79.3% 81.5%
79.2%

87.3% 88.5% 86.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

住宅用火災警報器の設置率と住宅火災による死者数の推移

住宅火災による死者数 住宅用火災警報器設置率
（人）

住宅用火災警報器等設置状況別の死者及び負
傷者発生状況
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設置あり 設置なし

1.9%

23件

8.1%

33件

18.9%

225件

28.9%

118件

79.2%

941件

63.0%

257件

0%

20%

40%

60%

80%

100%

死者発生件数 負傷者発生件数 死傷者なし



住宅火災における死者発生の経過は、「発見遅れ」、「避難あり逃げきれず」が多く、それらを合計すると32.8％（245人）であった。
また、死者発生に至る要因をみると、「煙、ガスを吸い動けなかった」が135人であった。

住宅火災における主な死者発生の経過

（単位：人）

死者が発生した住宅火災における死者発生の経過は、発見の遅れや避難
したものの逃げきれなかった等、逃げ遅れによるものが多く、死者発生に至る
要因は、「煙、ガスを吸い動けなかった」が最も多いことから、迅速確実に避
難することが必要である。

③-２-(1) 住宅火災における死者発生の経過と死者発生に至る要因
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1

1
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2

13
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19
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30

39

52

焼 死 一酸化炭素中毒死 火傷死 その他

発見遅れ・熟睡

避難あり逃げきれず・身体不自由

その他

発見遅れ・病気、身体不自由

発見遅れ・その他

発見遅れ・泥酔

避難機会逃す・消火

着衣着火・炊事中

避難あり逃げきれず・その他

着衣着火・その他

78

15

18

47

55

94

135

不明

消火に手間取った

廊下、階段が火煙のため使用不能

自ら避難する能力が無かった

その他

自ら消火する能力が無かった

煙、ガスを吸い動けなかった

死者発生に至る主な要因

※過去10年間の住宅火災による死者746人（自損を除く）

（単位：人）



豪雨災害による発災時間と死者・行方不明者の状況
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【1時間降水量50mm以上の降雨の傾向】※全国1,000地点
最近10年間（2008～2017年）の平均年間発生回数（約238回）
は、統計期間の最初の10年間（1976～1985 年）の平均年間

発生回数（約174回）と比べて、約1.4倍に増加

出典：気象庁ホームページ

豪雨災害では夜間の災害発生において、
人命危険が高くなる可能性があり、避難に
関する情報等を迅速的確に関係機関と共
有していく必要がある。

土砂や浸水等で進入が困難な状況におい
ても迅速に情報を収集する必要がある。

豪雨による災害発生日時と被害の傾向

出典：消防庁、各県ホームページ

近年、1時間降雨量が50mmを超える強い雨が多く発生している。
また、豪雨による災害発生の時間帯により死者等の被害に差が出ている。

災害名 発生日時 死者・行方
不明者数

平成16年7月新潟・福島豪雨 2004年7月13日13:00ごろ
（堤防決壊）

15名
（新潟県）

平成21年7月中国・九州北部
豪雨

2009年7月21日11:56
（土砂災害）

17名
（山口県）

平成25年10月台風第26号 2013年10月16日2:00ごろ
（土砂災害）

43名
（東京都）

平成26年8月豪雨 2014年8月20日3:20ごろ
（土砂災害）

74名
（広島県）

平成27年9月関東・東北豪雨 2015年9月10日12:50
（堤防決壊）

3名
（茨城県）

平成30年7月豪雨 2018年7月7日0:00ごろ
（堤防決壊）

61名
（岡山県）

平成30年7月豪雨
での被災状況

平成27年9月関
東・東北豪雨
での被災状況

③-２-(2)
⑤-３-(1)



③-２-(3) 荒川・江戸川が氾濫した際の浸水想定

豪雨により、荒川・江戸川が氾濫した場合、特別区東側の葛飾区や江戸川区をはじめ、多くの区が浸水すると想定されている。
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洪水浸水想定区域図（浸水深）

出典：江東５区大規模水害ハザードマップ（江東５区広域避難推進協議会作成）

◆前提となる降雨
（いずれも想定最大規模）
荒川
⇒荒川流域の3日間総雨量632mm

江戸川
⇒利根川流域の3日間総雨量491mm



東京は他都市と比較して現場到着時間（「覚知（指令）～現場到着」まで）は平均値に近い。
狭あい地域の場合、ポンプ車が現着するまでに5分以上を要した事案は54.4%であった。
また、狭あい地域で、現場到着までに5分以上かかった事案のうち、小型ポンプ車の占める割合は78.4%となっている。

④-１-(1) 現場到着時間が長い理由

当庁の平均現場到着時間よりも遅かった事案に着目すると、狭あい地域では速度を出すことができず、
現場到着までに時間を要している。

狭あい地域では、小型ポンプ車を用いてもなお、現場到着まで5分以上かかってしまう。
より小型の車両にすることにより、現場到着までの時間を短縮できる可能性がある。 42

45.6%
54.4%

狭あい地域での火災のうち
現着に5分以上を要した事案
の割合（2017年中）

21.6%

78.4%

【狭あい地域】
東京都の道路狭あい率のデータを５段階に分割
し、狭あい率が高い「狭あい度４・５」の地域

抽出データ
※道路狭あい率とは、東京都都市整
備局の道路データにより、幅員2.5m以
上の道路延長距離に対する幅員2.5m
以上4m未満の道路延長距離の割合
を求めたもの。

狭あい地域での火災のうち現着
に5分以上を要した事案の小型ポ
ンプ車の割合（2017年中）

5分以上
5分未満

小型ポンプ車

普通ポンプ車

5.2

6.6

7.0

6.1

4.3

0 2 4 6 8

東京消防庁

さいたま市

千葉市

横浜市

大阪市

覚知～現着(分）



より早期に災害等の現場へ消防隊が到着するため、契約先からの通報を受けた警備会社等の民間事業者が、現場を確認す
る前に１１９番通報できる「代理通報」を2018年4月から試行している。

③-１-(3)
④-１-(2)
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火災の
代理通報

救急の
代理通報

36件

387件

火災 5件

火災以外 31件

搬送 229件

不搬送 158件

【代理通報の仕組み】

より迅速な現場到着への取組

搬送

59%

不搬送

41%

火災

以外

86%

【主な事案概要】
警備会社からの代理通報により出場した
ポンプ隊が、早期に消火活動を行い、被害
の軽減が図られたもの。

【主な事案概要】
調理中の煙による火災信号を警備会社が
受信し、代理通報されたもの。

【主な事案概要】
警備会社からの代理通報により出場した
救急隊が、熱中症の疑いの高齢女性を迅
速に搬送したもの。

【主な事案概要】
廊下で転倒し、自力でベッドに戻れなくなっ
た高齢者からの救急信号を警備会社が受
信し、代理通報されたもの。

※従来は、民間事業者の現場派遣員により現場を確
認した（②）後に、通報（③）が行われていたが、民間事
業者の現場派遣員が現場を確認する前に通報を行う
ことが可能になる。
（2018年4月から試行開始）

火災
14%

※代理通報の件数は2018年4月1日から7月31日まで

（機器の異常による発報等）

代理通報により、迅速な災害対応等が可能となり、被害の軽減が図られるが、消防隊や救急隊の出場
要請の増大が見込まれる。

火災以外や不搬送となる場合も多いことから、事案の緊急性等を判断するため、迅速な現場到着・状況
確認が必要である。



視点 評価・課題

建物の耐火率、高層建物の棟数は
年々増加しており、高層階から出火し
た火災は増加傾向にある。また、火災
における水損・汚損等の損害額の割合
は31.6％となっている。（⑤-１）

⑤ 災害実態に応じて
消防隊が迅速的
確に対応し、被害
の拡大を防ぐ

Ⅲ 災害の被害拡大を防ぐ
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火災における焼損による被害
だけでなく、水損・汚損等によ
る被害の軽減に、更に取り組
んでいく必要がある。

高層建物棟数、高速道路のトンネル距
離、大規模ターミナル駅数など、他都
市にはない都市構造、地理的特性を有
しており、加えて近年、外国人観光客
の増加、熱中症による救急搬送人員の
増加が顕著である。（⑤-２）

外国人観光客の増加や熱中
症による救急搬送人員の増加
など、東京特有の都市構造、
地理的特性を踏まえた、多種
多様な災害に対応可能な消
防活動体制等を強化する必要
がある。

近年、集中豪雨が増加している。また、
他都市と比較して地階を有する建物棟
数が多く、河川の延長距離は長い。集中
豪雨による災害では、夜間における災害
発生の方が、人命危険が高くなる可能
性がある。（⑤-３）

集中豪雨による地階への雨水
流入や河川の氾濫による浸水
等の災害に対して、体制を整
備していく必要がある。

現状

大規模な火災、集中豪雨、熱
中症等の災害について、災害
実態を迅速に情報収集する必
要がある。



⑤-１-(1) 建物構造の推移と損害状況の変化
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 建物の耐火率及び高層建物は年々増加しているとともに、高層階からの出火も高い水準で推移しており、消火水によ
り下階等に損害を生じさせる水損や火災による煙等による汚損の発生が高まり、損害の状況が変化してきている。

 耐火建物の火災の焼損以外の水損等によるその他の損害額の割合は増加傾向にある。

■水損
消火水により下階等
に損害が生じたもの

308 315 333
364 378 393 403 420 429 433 440

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

高層建物（100m以上）の推移（棟）

資料：東京都統計年鑑

11.7%
10.6%

11.2%
7.9%

9.6% 8.5%
12.0%

18.5%

11.0%

25.3%

17.7%
16.2%

17.5%
19.4%

31.6%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

耐火等建物の火災の損害額に占める

その他損害額割合

80 79

59

88
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83 90

110
91

118

0

50

100
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

高層階（11階以上）から出火した火災の推移（件）

(40,719) (52,867) (62,613) (69,163)

1987 1997 2007 2017

45.0%
(18,316)

耐火等建物の床面積の割合

55.0% 66.0% 69.7% 71.2%

※耐火等 ： 鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等
カッコ内：

34.0% 30.3% 28.8%

(22,403)

(17,952) (18,960) (19,907)

(34,915) (43,653) (49,256)



②-３-(1)
⑤-２-(1)
東京都は都心部に超高層の建物や地階を有する建物が林立している一方、河川等の地理的特性も有している。また、外国人
観光客や在留外国人が増加している。
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5.0
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大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁

高層建物（棟）
※人口10万人あたりの100m以上の建物棟数

出典：東京都産業労働局ホームページ
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1.7

1.5

7.1
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大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

東京都

河川の延長（m）

352

260

142

136

229

614

495

大阪市

横浜市

千葉市

さいたま市

多摩地区

特別区

東京消防庁

地階を有する建物（棟）
※人口10万人あたりの地階を有する建物棟数

高層化するビルや高速道路のトンネ
ルなど、複雑化する都市における多種
多様な災害への対応が求められる。

地下を有する建物棟数が多く、地階へ
の雨水流入による浸水被害が多く発
生することが懸念される。

河川の延長距離が長いことから、集中
豪雨による河川氾濫の危険性が高い
状況にある。

東京を訪れる外国人観光客や在留の
外国人が年々増加していることから、
外国人の安全・安心を確保できるよう
対応する必要がある。

※人口10万人あたりの一級河川の延長

東京の都市構造



第３章 取組の方向性
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第３章 取組の方向性
評価・課題

１件当たりの立入検査の業務量が増加している。また、建物の増加により、立入検査専従職員が不足して
いるため、効率的に実施する必要がある。

被害軽減のために、更に現場到着時間を短縮する必要がある。

取組の方向性

住宅火災における出火箇所、死者発生要因等について、更に詳細な分析を実施し、分析結果に基づく対策
を講じていく必要がある。

日常生活事故が発生しやすい場所、季節等のより詳細な分析を実施し、対象を絞った効果的な安全対策
の普及を図る必要がある。

外国人観光客の増加や熱中症による救急搬送人員の増加など、東京特有の都市構造、地理的特性を踏
まえた、多種多様な災害に対応可能な消防活動体制等を強化する必要がある。

火災における焼損による被害だけでなく、水損・汚損等による被害の軽減に、更に取り組んでいく必要があ
る。

 映像や災害データ等を活用した消防活動の迅速化・効率化
 ＩＣＴを活用した訓練体制等の充実強化
 災害特性に応じた車両・装備等の整備

 多種多様な災害に対応するための消防活動体制の強化

 ICTを活用した立入検査等予防業務の効率的・効果的な
体制構築

 建物データの有効活用による立入検査の実施
 立入検査専従職員の小規模雑居ビル等への集中的投入
 その他の消防職員による効果的な立入検査
 火災危険の低い建物の自主防火管理体制の構築
 外国人観光客を火災から守るための取組の推進

 住宅防火・日常生活事故防止対策の推進

 現場到着時間の更なる短縮及び関係機関との情報共有
体制の拡充

Ⅰ

災
害
を
起
こ
さ
せ
な
い

Ⅱ

早
く
対
応
す
る

Ⅲ

被
害
拡
大
を
防
ぐ

違反のない建物を増やすため、自主的な防火管理を支援していく必要がある。

届出等をしない事業者を的確に把握するとともに、繰り返し違反には、命令、告発等の行政措置を行う必要
がある。

住宅火災等の発生をより早く覚知できるよう自動的に１１９番等に通報される体制が有効であるが、利用に
は制限があり、見直しが必要である。また、火災以外や不搬送となる場合も多いことから、事案の緊急性等
を判断するため、迅速な現場到着・状況確認が必要である。

 住宅火災・日常生活事故データ等の有効活用による災害
の未然防止

 高齢者世帯等への防火防災診断等の推進
 日常生活事故防止対策の推進
 都民のニーズに応じた情報提供による安全・安心の確保

 自動的に通報される体制の拡充
 関係機関と連携した各種災害の情報共有体制の拡充
 地域特性に応じた小型車両等の活用による現場到着時間
の短縮
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大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、都民や関係機関に対して有効な情報を消防から提
供する必要がある。

その他の消防職員でも適正かつ効率的に立入検査を実施出来る支援体制が必要である。

外国人観光客に災害時にとるべき行動を周知する必要がある。

在留外国人に対する火災、日常生活事故等災害発生時の対応等について情報提供を図る必要がある。

集中豪雨による地階への雨水流入や河川の氾濫による浸水等の災害に対して、体制を整備していく必要
がある。

大規模な火災、集中豪雨、熱中症等の災害について、災害実態を迅速に情報収集する必要がある。



●建物データの有効活用による立入検査の実施

 当庁保有の建物データ等のAI分析結果に基づく火災危険
等を踏まえた順位付けによる効果的な立入検査の推進

 民間事業者が保有するテナント情報を活用した効果的な
立入検査の推進

●立入検査専従職員の小規模雑居ビル等への集中的投入

 立入検査専従職員が火災危険の高い小規模雑居ビル等
の立入検査の業務に特化するために、建物関係者からの
各種届出に関する促進業務等の外部委託を推進

 立入検査専従職員による火災危険が高い小規模雑居ビ
ル等に対する徹底した命令、告発等による違反是正の推
進

●その他の消防職員による効果的な立入検査
 ICTを活用した支援ツールの作成や、その他の消防職員
のみでは適正な法令適用の判断が困難な現場において、
立入検査専従職員が速やかにその他の消防職員を支援
できる立入検査実施体制の強化

●火災危険の低い建物の自主防火管理体制の構築
 自主防火管理の促進等に向けた新たな制度の検討等、
防火意識の高い建物の関係者等への支援体制の強化

●外国人観光客を災害から守るための取組の強化
 宿泊施設などの関係者が、外国人観光客に災害時にとる
べき行動等を周知できるように、当庁ホームページに電子
版多言語リーフレットを掲載するなどの取組を推進

取組の方向性：ＩＣＴを活用した立入検査等予防業務の効率的・効果的な体制構築

Ⅰ
災
害
を
起
こ
さ
せ
な
い

現状・分析

・小規模雑居ビルでは、必
要な届出等をせずに営業
するなど違反が多く、繰り
返し違反も多い。
(p 22 - 27)

評価・課題 取組の方向性
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・東京2020大会に向けて、

大会関連施設や外国人観
光客等が利用するホテル・
旅館等、約1万5千件の立
入検査を実施した。 (p28）

Ⅰ 災害を起こさせない ①事業所における潜在的な危険を排除する

・建物は10年間で約10万

件増加するとともに、大規
模化、高層化、複合化して
いる。事務所ビルでは、自
主的な防火管理により法
令違反のない建物が増加
している。(p 18 - 21)

◆１件当たりの立入検
査の業務量が増加して
いる。また、建物の増加
により、立入検査専従職
員が不足しているため、
効率的に実施する必要
がある。

◆違反のない建物を増
やすため、自主的な防
火管理を支援していく必
要がある。

◆その他の消防職員で
も適正かつ効率的に立
入検査を実施出来る支
援体制が必要である。

◆届出等をしない事業
者を的確に把握するとと
もに、繰り返し違反に
は、命令、告発等の行政
措置を行う必要がある。

◆外国人観光客に災害
時にとるべき行動を周知
する必要がある。



●住宅火災・日常生活事故データ等の有効活用による災害の
未然防止

 当庁保有のビッグデータ（住宅火災データ、日常生活事故
データ等）のAI分析結果等を活用した各種対応策の立案

 当庁保有の日常生活事故データのオープンデータ化によ
る技術開発や学術研究等、各分野における活用の促進

●高齢者世帯等への防火防災診断等の推進
 関係機関と連携したAI分析結果に基づく災害発生危険・要

因・時期等に応じた高齢者世帯等への防火防災診断・日
常生活事故予防（熱中症を含む）の推進

●日常生活事故防止対策の推進
 関係機関と連携したAI分析結果に基づく日常生活事故発

生危険・要因・時期等を捉えた情報配信等による効果的な
安全対策の普及広報の推進

●都民のニーズに応じた情報提供による安全・安心の確保
 災害発生への備え・対応等、都民のニーズに応じて利用
できる多言語アプリの開発・提供による安全・安心の確保

取組の方向性：住宅防火・日常生活事故防止対策の推進

Ⅰ
災
害
を
起
こ
さ
せ
な
い

現状・分析

・火災による死者（自損を
除く。）の70.3%が高齢者で
ある。 (p 29 - 31)

・日常生活事故における救
急搬送のうち、高齢者及び
幼児の事故が62.3%となっ

ており、熱中症による高齢
者の搬送は47.0%を占め
る。 (p 32 - 35)

評価・課題

◆住宅火災における出
火箇所、死者発生要因
等について、更に詳細な
分析を実施し、分析結果
に基づく対策を講じてい
く必要がある。

◆日常生活事故が発生
しやすい場所、季節等の
より詳細な分析を実施
し、対象を絞った効果的
な安全対策の普及を図
る必要がある。

◆在留外国人に対する
火災、日常生活事故等
災害発生時の対応等に
ついて情報提供を図る
必要がある。

取組の方向性
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・都における在留外国人は
最近5年間で約1.3倍に増
加している。(p46)

Ⅰ 災害を起こさせない ②住宅等における潜在的な危険を排除する



●自動的に通報される体制の拡充

 感知器が煙などを感知すると自動的に１１９番通報できる
建物用途の拡大

 高齢者世帯等から自動的に通報できる制度における関係
機関と連携した見直しによる利用者の拡大

●関係機関と連携した各種災害の情報共有体制の拡充
 SNS等を活用した災害情報収集体制の拡充

 被害の拡大が懸念される災害における関係機関との迅速
的確な情報共有体制の拡充

 デジタルサイネージ等を活用した都民や外国人観光客等
への多言語による災害情報発信の拡充

●地域特性に応じた小型車両等の活用による現場到着時間
の短縮

 迅速な対応が困難な道路狭あい地域におけるＥＶ等（小
型ＥＶ、電動三輪車）の活用による災害対応体制の強化

取組の方向性：現場到着時間の更なる短縮及び関係機関との情報共有体制の拡充

Ⅱ
災
害
が
起
こ
っ
て
も
早
く
対
応
す
る

現状・分析

・住宅用火災警報器の設
置率は86.9%であり、死傷

者の低減が図られている
が、設置されていても死者
は発生している。 (p 37 -
38)

・災害における死者のうち
避難できなかったケースが
多い。 (p 39 - 41)

評価・課題

◆住宅火災等の発生を
より早く覚知できるよう
自動的に１１９番等に通
報される体制が有効で
あるが、利用には制限
があり、見直しが必要で
ある。また、火災以外や
不搬送となる場合も多い
ことから、事案の緊急性
等を判断するため、迅速
な現場到着・状況確認
が必要である。

◆大規模な火災、集中
豪雨、熱中症等の災害
について、都民や関係
機関に対して有効な情
報を消防から提供する
必要がある。

◆被害軽減のために、
更に現場到着時間を短
縮する必要がある。

取組の方向性
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・現場到着時間は5.2分で
あるが、大阪市では4分台
で到着している。 (p 42-43)

Ⅱ 災害が起こっても早く対応する ③災害を早く発見し、通報して、避難する
④全ての現場に消防隊が１秒でも早く到着し、活動を開始する



●映像や災害データ等を活用した消防活動の迅速化・効率化

 浸水地域等の災害現場に進入可能な走破性の高い車両
とウェアラブルカメラ・ドローン等を活用した迅速な災害状
況の把握

 把握した災害状況に応じた効果的・効率的な部隊投入等
による消防活動体制の強化

 AIシステムを活用した災害の発生時期や発生場所、浸水

箇所等の予測による迅速かつ効果的な部隊運用体制の
整備

●ＩＣＴを活用した訓練体制等の充実強化

 ＶＲ、プロジェクションマッピング等の技術による実災害に
即した活動訓練の推進

 災害図上訓練システムの活用による活動能力、指揮能力
の強化

 外国人対応に関する教養、研修等の推進

●災害特性に応じた車両・装備等の整備

 大規模化、高層化、深層化の進展に伴う都市部特有の災
害に対応可能な次世代消防車両・装備の導入

 浸水地域等の災害現場における夜間の消防活動に対応
するための高輝度な照明資器材や走破性の高い車両、熱
中症への対応が可能な車両等、災害特性に応じた車両、
装備の整備

 これらについては、防災事業の緊急総点検と合わせ検討

取組の方向性：多種多様な災害に対応するための消防活動体制の強化

Ⅲ
災
害
の
被
害
拡
大
を
防
ぐ

現状・分析

・建物の耐火率、高層建物
の棟数は年々増加してお
り、高層階から出火した火
災は増加傾向にある。ま
た、火災における水損・汚
損等の損害額の割合は
31.6％となっている。 (p 45)

・高層建物棟数、高速道路
のトンネル距離、大規模
ターミナル駅数など、他都
市にはない都市構造、地
理的特性を有しており、加
えて近年、外国人観光客
の増加、熱中症による救急
搬送人員の増加が顕著で
ある。 (p33,p46)

評価・課題

◆大規模な火災、集中
豪雨、熱中症等の災害
について、災害実態を迅
速に情報収集する必要
がある。

◆火災における焼損に
よる被害だけでなく、水
損・汚損等による被害の
軽減に、更に取り組んで
いく必要がある。

◆外国人観光客の増加
や熱中症による救急搬
送人員の増加など、東
京特有の都市構造、地
理的特性を踏まえた、多
種多様な災害に対応可
能な消防活動体制等を
強化する必要がある。

◆集中豪雨による地階
への雨水流入や河川の
氾濫による浸水等の災
害に対して、体制を整備
していく必要がある。

取組の方向性
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・近年、集中豪雨が増加し
ている。また、他都市と比
較して地階を有する建物棟
数が多く、河川の延長距離
は長い。集中豪雨による災
害では、夜間における災害
発生の方が、人命危険が
高くなる可能性がある。
(p40,p46)

Ⅲ 災害の被害拡大を防ぐ ⑤災害実態に応じて消防隊が迅速的確に対応し、被害の拡大を防ぐ
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参考資料



【参考】生活文化局と連携した日常生活事故防止対策について

会議名 内容

消費生活対策審議
会

都議、消費者、学識者等の委員で構
成され、都の消費者行政について審
議

消費者教育推進協
議会

消費生活対策審議会の下部組織と
して運営

商品等安全対策協
議会

事業者及び学識者等で構成されて
おり、商品やサービスの安全対策を
検討

消費者事故等情報
検討会

消費生活総合センター、都立産業技
術研究センター等で構成され、消費
者事故情報の共有化を実施

消費者事故等情報
に関する担当者意
見交換会

生活文化局消費生活部生活安全課
長が主催し、事故情報の共有や事
故防止対策の検討を実施

生活文化局が主催している消費生活事故関係の会議体にメンバーとして参画し情報共有を図っている。
当庁が保有している日常生活事故に関するビッグデータ及び事故事例を提供し、関係機関と連携し、事故防止対策
を推進している。

【リーフレット】
 日常生活事故の未

然防止を図るため
リーフレットを作成、
関係機関を通じて配
布している。
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主な成果

2動作以上を同時に
操作するタイプ

レバー操作に強い力
を必要とするタイプ

【ライター規制】
 商品等安全対策協議会にて子

どもに対するライターの安全対
策を協議し、その後経済産業省
においても議論が行われた。

 2010年に消費生活用製品安全
法施行令の一部が改正されCR
（チャイルド・レジスタンス）機能
を施した安全対策済みライター
が販売されるようになった。

 2013年以降火遊びによる火災
の死者は発生していない。



凡例

※イメージ図

【参考】現場到着時間を遅延させないための署所配置及び部隊運用

災害現場に効果的に消防部隊が投入できるよう、消防署所を配置している。
また、火災出場計画による出場隊が、開かずの踏切や交通渋滞によって災害現場への到着が遅延する可能性がある場合、総合
指令室が踏切等による影響を受けない部隊を出場させている。
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踏切又は駅に
より通行に支障
有り

鉄道の線路

色付き区域

配置基準上の
想定出場区域
（踏切で遅延と
仮定）

Ｅ出張所

火 災害現場

Ｇ出張所

Ｆ出張所

例）Ａ区周辺

Ｃ出張所

補完隊

火

Ｂ出張所

Ｄ出張所



【参考】水害発生時の各機関の役割分担
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機関名 役割

東京都 ●気象情報の取集、伝達 ●水防本部の設置 ●災害対策本部の設置 ●医療救護 ●備蓄物資の搬出 等

区市町村 ●水防活動 ●避難所の設置 ●災害対策本部の設置 ●医療救護 ●避難者への食料提供 等

警視庁 ●被害防止を目的とした避難誘導 ●救助活動 ●治安確立のために警備体制を維持 等

自衛隊 ●情報収集 ●災害派遣活動 ●復興支援 等

東京消防庁 ●救助救急活動 ●水防活動 ●現場救護所の設置 等

◆水害対応の役割分担

資料：東京都地域防災計画 風水害編（平成26年修正）

【台風の接近】 【河川の水位上昇】 【浸水等被害の発生】
 気象情報、水位
情報等の収集

 勤務時間外職員の参集

【警察】●被害防止を目的とした避難誘導を実施
●救助活動を開始

【自衛隊】知事からの派遣要請に基づき災害派遣活動
を開始

【被害の拡大】

 情報収集体制の強化

 水防部隊の編成  救助救急活動、水防活動

消防による救助活動 警察による救助活動 自衛隊による災害派遣活動

消
防

http://www.mod.go.jp/gsdf/news/dro/2015/images/20150910-19l_ph003.jpg
http://www.mod.go.jp/gsdf/news/dro/2015/images/20150910-19l_ph003.jpg


【参考】水害発生時の当庁の対応体制
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浸水した家屋からの
救助活動

◆水害（台風）発生時の当庁の対応イメージ

水防活動（水防工法）

【台風の接近】 【河川の水位上昇】 【浸水等被害の発生】 【被害の拡大】

活
動
・対
応

 情報収集体制の強化

 水防部隊の編成  水防活動

水防小隊、監視警
戒隊 等

救助要請等多
数の119番通報
を受信

非常時のため、各消防署が管
内の水災について出場の判断
及び部隊の運用を行う

 救助活動

 救急活動

水防工法の実施、住民への避難指示等の伝達

救命ボート、ヘリコプター等を活用した救助活動

現場救護所等における救急活動

 緊急消防援助隊の受援計画に基づく活動
（緊急消防援助隊の出場があった場合）

【状況に応じた態勢の発令】
台風の進路、注意報・警報の発令、被害の発生予想等に応じて、水防態勢、各区分の水防非常配備態勢を発令する。

区分 水防態勢 水防第一非常配備態勢 水防第二非常配備態勢 水防第三非常配備態勢 水防第四非常配備態勢

人員 平常時の勤務人員 当番の職員及び発令時に
勤務している所要の職員

当番の職員並びに当番以外の
職員のおおむね３分の１

当番の職員並びに当番以外
の職員のおおむね半数

全職員

主な対応 • 情報収集体制の強化
• 水防資器材等の確認

• 水防部隊の編成
• 水防資器材の点検整備

• 関係機関への連絡員の派遣
• 水防活動，被害状況等の把
握

• 水防部隊の増強
• 関係機関への派遣連絡員の増強
• 水防活動，被害状況等の把握



【参考】建物の防火安全における消防との関わり

事業所等と住宅はともに消防同意等を経て使用を開始するが、その後の関わりは大きく異なり、事業所等については消防法
に基づく立入検査や消防用設備等点検結果報告書の届出など関わりが継続する。
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住
宅

事
業
所
等

消
防

着工
新築等
計画

【確認申請にお
ける消防同意】
防火に関する
規定の審査

届出等の受理

使用検査

使用開始

防火管理者の選任届出
消防計画の届出

自衛消防訓練実施の通知
消防用設備等の点検報告

防火管理指導
/訓練指導

立入検査

改修報告

建築工事
完了

使用開始

総合的な防火防災診断
/防火防災訓練指導

新築等
計画

着工
建築工事
完了

中間検査

消防用設備等
の着工届出

住宅用火災警報
器等の設置届出

消防用設備等の
設置届出

/使用開始の届出

※事業所等とは、使用を開始する際の届出や消防用設備等の設置が対象となる建物（政令対象物）を指す。



【参考】建物と立入検査実施件数の推移（特別区と多摩地区）

資料：東京消防庁統計書

236,418 233,277 229,234 

261,205 268,223 
277,037 283,347 288,902 295,803 300,937 

68,500 

44,374 39,052 
30,011 33,928 32,581 36,517 32,555 32,901 30,140 

29.0%

19.0%

17.0%

11.5%
12.6%

11.8%
12.9%

11.3% 11.1%
10.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

建物 立入検査実施数 立入検査実施率

70,641 

73,879 

80,002 

96,934 98,316 101,390 103,583 106,063 107,064 108,101 

20,581 
15,384 13,161 11,507 12,096 12,166 13,544 11,738 12,084 11,670 

29.1%

20.8%

16.5%

11.9% 12.3% 12.0%
13.1%

11.1% 11.3% 10.8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

建物 立入検査実施数 立入検査実施率

特別区

多摩地区
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建物数は用途ごとに偏りが大きく、立入検査実施率は業務指針等で指定したものが高い。
立入検査を実施した建物のうち違反指摘があったものの割合は、特定用途の複合等特定の用途が高い。

【参考】用途ごとの建物数と立入検査実施率、立入検査を実施した建物のうち違反指摘したも
のの割合

資料：統計書、査察行政の現況

150 61 54 552 12 201 106 7,297 7,765 2,272 

164,515 

1,583 2,393 4,921 1,371 
9,010 

411 160 406 606 4,415 11,040 
65 2,931 22 

8,614 

42,304 

61,078 
73,051 

24.0%

9.8%

1.9%

9.2%

16.7%

5.5% 4.7%
7.7%

9.6%

20.6%

10.9%

4.7%

11.7%
9.8%

11.8%
9.3%

14.6%

41.9%

6.7%

39.1%

15.8%

7.4%

1.5%

10.1%

22.7%

8.8% 8.0% 7.2% 7.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

建物数

立入検査実施件数

実施率

561 742 468 

17,980 

182 281 483 162 839 237 699 822 297 758 
3,371 4,378 

5,569 

62.9%
56.5%

33.1% 36.9%
47.8%

37.0%
29.0%

34.0% 33.5%

19.4%
26.8%

34.8%
28.6% 26.3%

32.0%

73.4%

52.5%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

立入検査数

違反有

違反有の割合
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※ 立入検査数が100以下の用途を除く



【参考】防火管理者の未選任率の推移

2008年度から2017年度までの１０年間で、防火管理義務がある建物や事業所は約17,600件増加し、防火管理者の未選
任率が上昇している。
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360,795 
366,567 365,799 368,006 370,116 370,592 371,363 372,414 374,776 

378,395 

307,215 307,321 308,818 311,540 313,545 
309,885 310,562 310,295 311,177 313,590 

14.9%

16.2%

15.6%
15.3% 15.3%

15.3%

16.4% 16.7%

17.0%
17.1%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

管理権原者数 防火管理者選任届出済数 未選任率



立入検査業務

16%

違反是正指導等

業務

18%

その他業務

66%

【参考】立入検査専従職員の平均的な業務の割合

2017年の立入検査専従職員の平均的な業務の割合を示す。立入検査及び違反是正指導業務以外のその他業務が
６割以上を占める。

資料：査察行政の現況
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【主なその他業務】
 法定点検の受付事務
 法定点検の報告促進事務
 禁止行為の解除承認事務
 関係資料の編綴・整理
 防火対象物適合表示の表示基準

の適否に係る審査・検査事務
 立入検査計画の策定及び実施結

果の集計事務
 開示請求事務
 立入検査証及び査察器具の管理



過去10年間の住宅火災においては、65.8％で初期消火が行われている。初期消火があった場合の成功率は76.8％である。

【参考】初期消火の状況（住宅）

初期消火あり失敗

2778件

23.2％

初期消火あり成功

9212件

76.8％

初期消火なし

6241件

34.2%

初期消火あり

11,990件

65.8％
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（単位：件）

住宅火災における「初期消火あり失敗」の理由

住宅火災における「初期消火なし」の理由

過去１０年間の住宅火災における
初期消火の有無
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2017年の初期消火訓練を含めた防火防災訓練の参加者数は約212万人であった。

【参考】防火防災訓練の推移

64

1,222,899 

1,296,451 

1,249,807 

1,333,297 

1,361,147 

1,427,140 

1,626,643 

2,005,213 

2,131,353 
2,120,745 

44.4% 40.8% 42.2% 39.5%
41.4%

35.3%

35.1%

37.3%
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事業所等の建物（住宅を除く）での火災（2008年から2019年の10年間）で防火管理者を選任し、訓練を実施している対象物は、初
期消火の際に87.8％で消火成功している。防火管理者が義務であるにも関わらず選任していない対象物では、初期消火の際に、
19.1％で消火失敗している。

【参考】初期消火の状況（事業所等）

事業所等（政令用途対象物）における焼損程度と初期消火状況

128（1.7%）

87（1.7%）

41（1.8%）

7（1.5%）

200（3.5%）

初期消火状況
（初期消火を要する火災に限る）

335（2.5%）

135（1.7%）

初期消火なし

区分

焼損程度

消火失敗 消火成功

初期消火あり
部分焼以上 ぼ　　　や

防火管理者該当 1,832（14.7%） 10,644（85.3%） 1,025（12.8%）

政令用途 4,309（20.3%） 16,881（79.7%） 2,330（17.1%） 10,945（80.4%）

6,851（85.5%）

防火管理者選任 1,680（14.3%） 10,105（85.7%） 933（12.4%） 6,469（85.9%）

訓練実施 1,007（12.2%） 7,259（87.8%） 551（10.5%） 4,597（87.8%）

訓練未実施 673（19.1%） 2,846（80.9%） 382（16.6%） 1,872（81.6%）

防火管理者非該当 2,477（28.4%） 6,237（71.6%） 1,305（23.3%） 4,094（73.1%）

防火管理者未選任 152（22.0%） 539（78.0%） 92（19.1%） 382（79.4%）
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法令で義務付けられた自衛消防訓練の実施率は、他都市と比較するとやや高く、上昇傾向にある。

【参考】自衛消防訓練の推移

消火訓練 避難訓練

さいたま市 25.0% 26.5%

千葉市 29.5% 37.1%

横浜市 20.7% 24.1%

大阪市 33.3% 33.3%

● 他都市の訓練実施率（参考）
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35.0%
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2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

消火及び避難訓練の実施率（年２回以上）の推移

消火訓練 避難訓練



消防用設備等点検結果報告書の報告率は2008年が最も高く70.9%であり、2013年には63.0%に低下した。

【参考】消防用設備等点検結果報告書の報告率推移
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資料：査察行政の現況
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消防用設備等点検結果報告書の報告率は飲食店等、特定用途の複合、非特定用途の複合の報告率が悪い。

【参考】消防用設備等点検結果報告書の用途、面積別報告率

資料：査察行政の現況

※ 要点検建物数が100以下の用途を除く
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2008年から2017年の10年間で覚知から放水開始までの時間はそれほど差がない。

【参考】放水開始までの時間の経年推移
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消防署１署あたりの火災件数と焼損床面積はこの10年で減少しており、災害経験が減少している。

【参考】災害経験の減少と受傷事故状況
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